
５２ ５５ ５９ ６５

８０ ９１ ２０１ ２０３ ２０５ ２０７

２７ ２９ ３１ ３２ ３７ ４３ ４６ ５０ ５１

みぶ
壬生～四烏

７ ８ １０ １１ １２ １３関係系統 ： ３ ４ ５ ５
五条通

特１３ １５ ２６

パターン

⑥
パターン

⑦

14時

パターン

①
パターン

②
パターン

③
パターン

④
パターン

⑤

8時 9時 10時 11時 12時 13時

パターン⑥ 11：30 ～ 12：00 御池通（釜座～木屋町）、河原町通（押小路～四条）、四条通（木屋町～堀川）

パターン⑦ 12：00 ～ 13：00 河原町通（御池～四条）、四条通（木屋町～堀川）

パターン④ 9：50 ～ 10：30 御池通（釜座～木屋町）、河原町通（押小路～四条）、四条通（東大路通～木屋町（東行）・木屋町～烏丸）

パターン⑤ 10：30 ～ 11：30 御池通（釜座～木屋町）、河原町通（押小路～四条）、四条通（東大路通～木屋町（東行）・木屋町～堀川）

パターン② 8：40 ～ 9：20 御池通（釜座～木屋町）

パターン③ 9：20 ～ 9：50 御池通（釜座～木屋町）、河原町通（押小路～四条）、四条通（木屋町～烏丸）

山鉾巡行時の経路変更図（後祭）

令和８年７月２４日（金）　８時１０分～１３時００分までの間（経路変更予定時間）

区　分 経路変更時間 対象となる交通規制区間

パターン① 8：10 ～ 8：40 御池通（釜座～烏丸）

8時10分～

8時40分

8時40分～

9時20分

10時30分～
11時30分

12時00分～
13時00分

9時20分～

9時50分

9時50分～

10時30分

11時30分

～

12時00分



Ｎ Ｎ

烏丸丸太町
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

烏丸二条 ○ ○ ○ ○

● ● ● ●

○ ○

烏丸御池 ○ ○

○ ○

烏丸三条 ○ ○ ● ● ● ●

○ ○

○

○
○ ○ ● ● ● ● ●

○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ●

Ｎ Ｎ

◎ ○

●
●

●
● ● ○

○ ○

● ●
● ●

◎

● ○

● ● ○ ● ● ○
○ ○

○ ○

● ● ○

○ ○

○

◎

24日山鉾巡行

河原町松原
四
条
高
倉

◎  五条京阪前
● ●

河原町松原

河原町五条

四
条
河
原
町四条京阪前

四条河原町

四
条
烏
丸

　四条京阪前
◎  川端松原 ○ ○

③④⑤⑥⑦ ◎ 臨時停留所 ② ◎ 臨時停留所

三条京阪前
京都市役所前

○
河原町三条

河原町三条 三条京阪前

(川端丸太町）
京都市役所前

河原町丸太町

◎ ◎ 川端二条

迂回経路
休止区間 休止区間

9:20～13:00
○ 取扱停留所 8:40～9:20

○ 取扱停留所
●

４ ７ ２０５
迂回経路 ５ ５

五条通

休止停留所 ● 休止停留所

●
四
条
堀
川

●
四
条
堀
川

四
条
西
洞
院

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

四
条
西
洞
院

堀川蛸薬師

● ○ ●
四
条
河
原
町

四
条
河
原
町

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

堀川御池
河
原
町
三
条

河
原
町
三
条

堀川三条

河
原
町
丸
太
町

◎ ○ ◎ ○
堀川丸太町

● ○

③④ ◎ 臨時停留所 ⑤⑥⑦ ◎ 臨時停留所

●
裁
判
所
前

烏
丸
丸
太
町

裁
判
所
前

京
都
市
役
所
前

二条城前 京
都
市
役
所
前

河
原
町
丸
太
町

文化庁前
・府庁前

３ 迂回経路 ３ 迂回経路
休止区間 休止区間

9:20～10:30
○ 取扱停留所 10:30～13:00

○ 取扱停留所
● 休止停留所 ● 休止停留所

5
5

五条通

5

五条通

5

3

北白川仕伏

町行き、上終

町・瓜生山学

園京都芸術

大学前行き

「四条烏丸」

は、北行北詰

に停車します。
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●

●

○

● ●

●

● ○

● ● ○ ● ● ●

● ○ ● ● ● ●

● ●

● ●

●
○ ○

○

○ ○

Ｎ

●

●
○

○

● ●

● ●

● ●

○

○
○

24日山鉾巡行

四条河原町  四条京阪前
四条河原町 四条京阪前

○○○
三条京阪前

河原町三条

●

◎ ◎ 川端二条

◎ ○ 河原町丸太町
（川端丸太町）

河原町三条

京都市役所前

③④⑤⑥⑦

○ 取扱停留所 8:40～9:20
○

三条京阪前

○○

取扱停留所

５９
● 休止停留所 ● 休止停留所

１０ ３７ 迂回経路 １１ 迂回経路
休止区間 休止区間

◎ 臨時停留所 ②
9:20～13:00

烏
丸
五
条

○
五
条
高
倉

河
原
町
五
条

四条河原町

河原町松原●
川端松原

烏丸松原

◎ 五条京阪前

◎ ○
○

四
条
烏
丸

四
条
堀
川

四
条
烏
丸

○○

●
四条京阪前

京都市役所前 四条大宮までの運行となります。
栂ノ尾・京都外大前→四条大宮（終点）のおりば
は、四条大宮交差点南行南詰に変更します。河

原
町
三
条

(御池通）

四
条
高
倉

三条京阪前
四
条
西
洞
院

四条大宮
●

③④⑤⑥⑦ ◎ 臨時停留所 ⑤⑥⑦

9:20～13:00
○ 取扱停留所 10:30～13:00

○ 取扱停留所

５ ５
五条通

迂回経路 ８ ２７ 迂回経路
休止区間 休止区間

● 休止停留所 ● 休止停留所

5

5

五条通

8 27
8・27

37・59

10

11
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三条京阪前 ●
○ ○ ○ ○

● ● ● 四条京阪前 ● ● ● ● ● 　四条京阪前
● ● ● ● ●

○

○ ○

○ ○   川端松原

◎ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

Ｎ Ｎ

○ ○
● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ○
○

● ● ●
○ ● ● ○

◎

○ ○

○ ○ 烏丸松原

◎ 〇 ○ ○ ○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ 河

原
町
五
条

五
条
高
倉

河
原
町
五
条

24日山鉾巡行

堀川五条
烏
丸
五
条

五
条
西
洞
院

烏
丸
五
条

五
条
高
倉

○○
川端松原

◎
堀川松原

川端松原

○ ◎ 五条京阪前
五条京阪前

四
条
西
洞
院

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

四
条
河
原
町

③④ ◎ 臨時停留所 ⑤⑥⑦ ◎ 臨時停留所

四
条
河
原
町

四
条
京
阪
前

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

四条京阪前

●
↓

◎
四条堀川

9:20～10:30
○ 取扱停留所 10:30～13:00

○ 取扱停留所
● 休止停留所 ● 休止停留所

１２ 迂回経路 １２ 迂回経路
休止区間 休止区間

堀川五条
○

五
条
西
洞
院

烏
丸
五
条

五
条
高
倉

◎
五
条
京
阪
前

烏
丸
五
条

○ ◎
五
条
京
阪
前

五
条
高
倉

河
原
町
五
条

○ ○

河
原
町
五
条

○
四条河原町

◎
堀川松原   川端松原

◎
堀川松原

○○ ●
○ ●

↓

◎

●
↓

◎

　　●

三条京阪前

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

四
条
堀
川

四
条
西
洞
院

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

③④ ◎ 臨時停留所 ⑤⑥⑦ ◎ 臨時停留所

四
条
河
原
町

● ●

○ ○

河
原
町
三
条

●
河
原
町
三
条

１１ 迂回経路 １１ 迂回経路
休止区間 休止区間

9:20～10:30
○ 取扱停留所 10:30～13:00

○ 取扱停留所
● 休止停留所 ● 休止停留所

11
11



Ｎ Ｎ

○ ○ ○

○ ○ ○

● ●

○ ○ ● ●

● ○ ○

◎ ● ● ● ●

◎ ● ● ● ●

○ ○

○ ● ●
○ ● ● ● ●

Ｎ Ｎ

○ ○ ○ ○ （川端丸太町）
○ ○ ○ ○

● ●

◎ 川端二条 ● ●

○ ○ ● ● ◎ ● ●

●

◎ ● ● ● ● ●

◎ ● ● ● ● ●

○ ○ ● ●

○ ○

○

四条河原町 四条京阪前

24日山鉾巡行

● ● 堀川五条
五
条
西
洞
院

●
●

●
↓

◎

●
↓

◎

○ ○
烏
丸
五
条

堀川松原  烏丸松原

○○

四
条
西
洞
院

四
条
烏
丸

堀川丸太町

○

文
化
庁
前

・
府
庁
前

裁
判
所
前

河
原
町
丸
太
町

四条堀川
烏
丸
二
条

二条城前 河
原
町
三
条

三
条
京
阪
前

○

堀
川
御
池

新
町
御
池

烏
丸
御
池

堺
町
御
池

京
都
市
役
所
前

● ●

9:20～13:00 ○　 取扱停留所 10:30～13:00
○ 取扱停留所

烏
丸
丸
太
町

●　 休止停留所 ● 休止停留所

③④⑤⑥⑦ ◎ 　臨時停留所 ⑤⑥⑦ ◎ 臨時停留所

１５ ５１    迂回経路 ２６ 迂回経路
   休止区間 休止区間

四
条
大
宮

四
条
西
洞
院

●

○ ○
四
条
河
原
町

河原町三条

○○ 三
条
京
阪
前四

条
京
阪
前

⑤⑥⑦ ①② 烏
丸
丸
太
町

◎　 臨時停留所

河
原
町
丸
太
町

※四条大宮までの運行となります。
堀川丸太町 ○

● 休止停留所 ●　 休止停留所

○ ○
文
化
庁
前

･
府
庁
前

裁
判
所
前

京
都
市
役
所
前

烏
丸
二
条

二条城前

四
条
烏
丸

四
条
堀
川

●
●

堀
川
御
池

新
町
御
池

烏
丸
御
池

堺
町
御
池

１３ 特１３
迂回経路 １５ ５１     迂回経路
休止区間     休止区間

10:30～13:00
○ 取扱停留所 8:10～9:20 ○　 取扱停留所

15

51

51

15
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○

●

◎

○

● ●

● ● ○

○

● ● ●

○ ● ●

○ ○

Ｎ Ｎ

○

○ ○ ● ● ○

● ●

○

○

○ ○

◎ ○ ○

○
◎ ○ ○ ○  ○

烏
丸
五
条

五
条
高
倉

河
原
町
五
条

五
条
京
阪
前

五
条
大
和
大
路

東
山
開
睛
館
前

24日山鉾巡行

五
条
京
阪
前

烏丸五条 五
条
高
倉

河
原
町
五
条

四
条
高
倉

四
条
河
原
町

東山安井
◎  川端松原

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

四
条
河
原
町

四
条
京
阪
前

四条京阪前

祇
園

四条烏丸
●

烏
丸
松
原

烏丸松原 ○

清水道
◎

五
条
坂

③④⑤ ◎ 臨時停留所 ⑥⑦ ◎ 臨時停留所

9:20～11:30
○ 取扱停留所 11:30～13:00

○ 取扱停留所
● 休止停留所 ● 休止停留所

五
条
京
阪
前

烏丸五条

四条大宮までの運行となります。
29号系統洛西バスターミナル→四条大宮
（終点）のおりばは、四条大宮交差点南行
南詰に変更します。

６５ 迂回経路 ６５ 迂回経路
休止区間 休止区間

五
条
高
倉

河
原
町
五
条

⑤⑥⑦ 臨時停留所

四
条
西
洞
院

四
条
堀
川

四
条
烏
丸

四条京阪前

四
条
大
宮

四条烏丸

○ 四
条
高
倉

四
条
河
原
町

 川端松原

○
●

●●
烏丸松原 ○

迂回経路
休止区間 休止区間

10:30～13:00
○ 取扱停留所 ③④⑤⑥⑦ 取扱停留所
● 休止停留所

２９ ５２ ５５ 迂回経路 ３１ 9:20～13:00

休止停留所

52・55

29は南行南詰に

変更になります。

29

北詰に

停車します
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○ ○

○ ○

三条京阪前 三条京阪前

◎ ◎

四条烏丸
● ● ○ ● ● ● ● ○

○ ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○

○ ○

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｎ Ｎ

○

●

◎

● ● ○

○
○

● ○

烏丸松原
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○

24日山鉾巡行

五
条
高
倉

河
原
町
五
条

堀
川
五
条

○ ○

五
条
西
洞
院

烏
丸
五
条

○○

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

③④

久世橋東詰→四条烏丸（終点）のおりばは、
四条烏丸交差点北行北詰に変更します。

四
条
河
原
町

四
条
京
阪
前

四条烏丸
烏丸松原

10:30～13:00
○ 取扱停留所 取扱停留所
● 休止停留所 203 西行

４３

207 西行
休止停留所

⑤⑥⑦ 臨時停留所

9:20～10:30

烏
丸
五
条

迂回経路
休止区間 休止区間

五
条
高
倉

河
原
町
五
条

迂回経路 ４６ 西行 201 西行

烏丸松原   川端松原
○ ○

  川端松原
堀川松原

四
条
高
倉

四
条
河
原
町

四
条
烏
丸

四
条
高
倉

四
条
河
原
町

◎ ◎

◎
五
条
京
阪
前

◎
五
条
京
阪
前

烏
丸
五
条

堀川五条
五
条
高
倉

河
原
町
五
条

五
条
西
洞
院

● ●
↓

◎

●
↓

◎

●

○ ○

  河原町三条 ● ●   河原町三条 ● ●

  川端二条   川端二条

四
条
堀
川

四
条
西
洞
院

  京都市役所前
● ●

  京都市役所前
● ●

● ●
  四条京阪前   四条京阪前

３２ 迂回経路 ３２ 迂回経路
休止区間 休止区間

③④ ◎ 臨時停留所 ⑤⑥⑦ ◎ 臨時停留所

9:20～10:30
○ 取扱停留所 10:30～13:00

○ 取扱停留所
● 休止停留所 ● 休止停留所
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